
 1 

第３９回広島大学経営協議会議事要録 

 

日



 2 

 

 

（議事３） 

● 広島大学職員退職手当規則の一部改正について 

（浅原学長提案・平野理事（財務・総務担当）説明，別紙３） 

◇ 国家公務員退職手当法が改正され，官民均衡を図るために「調整率」による段階的な引き下げが行

われることになったことから，本学職員の退職手当についても，これに準じて同様の引き下げを行う

ため，職員退職手当規則を改正したい。 

  本件改正の方向性については，平成 24年 11月 15日開催の本会議で承認済みであるが，その後国家

公務員退職手当法が改正され，改正内容が定まったことから，改めて職員退職手当規則の改正案を提

案するものである。 

  なお，本件は，国家公務員退職手当法の改正に併せて，平成 25年 1月 1日から施行する必要があっ

たため，平成 24年 12月 25日開催の役員会で承認済みであり，追認いただきたい。 

 

 

   以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 

 

 

（報告１） 

● 経営協議会学外委員からの指摘事項への対応について 

（浅原学長報告，資料１） 

◇ 広島大学経営協議会（第 11 回～第 38 回）において学外委員から指摘のあった事項に対する本学の

対応状況について，報告があった。 

 

 

（報告２） 

● 国の平成２４年度補正予算（案）について（広島大学関係分） 

（平野理事（財務・総務担当）報告，資料２） 

◇ 政府の緊急経済対策による平成 24年度補正予算（案）が平成 25年 1月 15日に閣議決定されたこと

に伴い，本学関係分について以下のとおり報告があった。 

・ 経済対策対象予定事業として，設備関係 7件，工事関係 5件，総額 33.4億円が盛り込まれた。 

・ 給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額については，平成

24年度補正予算（案）において一般運営費交付金が減額されることとなっており，本学分は 15.7

億円が減額されるが，予定どおり人件費予備費の減で対応する。 

・ 平成 24年度予算の予備費を活用した経済対策として，平成 24年 10月 26日及び 11月 30日に

閣議決定された「経済危機対応・地域活性化予備費」については，国立大学法人等施設整備実施

事業として 2件，総額 7.1億円が措置されている。 

 

 

 

以 上 


